
こととなる。報告書では、利根川、江戸川、荒川に
ついて想定したすべてのパターンを重ね合わせた
結果として、浸水継続時間3日以上を対象とした場
合、浸水区域内人口663万人のうち要避難者が421
万人との試算が示されており、約63％が避難を余
儀なくされることが想定されている。表－１に示し
たケースに対応する要避難者の試算値は掲載され
ていなかったが、２階以上が浸水する浸水深3.3ｍ
以上の区域は東京都区部にも多く存在することか
ら、数十万人規模という膨大な要避難者が見込まれ
よう。浸水が想定される区域からの避難をあらかじ
め避難させることができれば、死者数、孤立者数と
もに減少することも示されているが、浸水区域が複
数の区にわたって連たんすることから、他の県・市
区町村へ広域的に避難させることが不可欠となる。
一方、避難せず自宅等に留まった場合には、浸水継
続時間が長いため長期間にわたり孤立することと
なる。この孤立者についても膨大な人数の発生が想
定されている。電気、上下水道、ガス等のライフライ
ンも被災し、その復旧に時間を要することから、孤
立者の生活環境の維持の困難化も指摘されている。

地下鉄等の地下空間を通じた浸水拡大について
も示されている。東京駅や永田町といった都心部か
つ政治経済の中心地は地表部では浸水しないもの
の、地下鉄トンネルを通じた地下空間での浸水が想
定されている。地下は閉鎖的空間であり、ひとたび
浸水すると短時間で拡大することが見込まれる。人
的被害の発生に加え、建物地下の機械室等の浸水に
よる機能麻痺などの被害の発生が指摘されている。

３．高台まちづくりの推進に向けて
東京における水害リスクに対して、高台まちづく

りは多面的な効果をもたらすことが期待されてい
る。高規格堤防による治水安全度の向上、高台・建
築物群の整備により避難場所ともなり得る安全は
エリアの創出、浸水が長期間にわたるときの活動継
続などである。高台まちづくりの実現には多くの労
力と時間を要することとなるが、その実施に際して

併せて取り組むことが望まれる重要な点を２つ挙
げたい。

１つは、必要性や効果をわかりやすく示すことで
ある。高台まちづくりでは面的な市街地整備の展開
を必要とし、その円滑な事業実施のためには事業区
域内の住民や事業者の協力が不可欠になる。協力を
得るためには、この事業の必要性と事業効果を、平
常時及び洪水時それぞれに、事業地区近隣に留まる
ものだけでなく広域的なものも含めて示すことが
第一歩となろう。わかりやすく示すうえでは可視化
が効果的なアプローチとなる。幸い、都市の地形や
建物形状等の空間情報充実の進展は著しく、コン
ピュータによる浸水シミュレーションの精度・解
像度の向上も進んでいる。３D画像やアニメーショ
ンを用いて誰もがひと目で洪水発生時の状況を理
解することができる。今後はさらに、PLATEAUに
よる３D都市モデルとの連携や、洪水前の避難行動
開始時から浸水後一定期間までの時間軸の中での
住民等の人の移動や滞留分布を加えるなどするこ
とで、課題や事業効果をより多面的に捉え可視化す
ることを期待したい。

第２に、市街地整備事業を通じて地区のコミュニ
ティ形成を図り、防災・減災力の向上につなげる
視点が重要である。市街地整備地区の関係住民・事
業者は、事業の進展とあわせてまちの課題や将来ビ
ジョンについて話し合う機会を通じて、地区のマネ
ジメントの取り組みにつながる例が多い。平時から
防災活動、避難行動、避難後の活動などに取り組む
ことで防災・減災力の強化につながる。

首都東京の浸水リスク低減に向け、高台まちづ
くりの果たす役割は大きい。その実施に際しては、
ハード面の整備とこれらソフト面の取り組みを一
体的に行うものとし、実施体制や支援内容を充実し
ていくことが望まれる。

参考文献
1） 災害に強い首都「東京」の形成に向けた連絡

会議、「災害に強い「東京」形成ビジョン」、
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/
renrakukaigi/index.html、2020.12

2） 中央防災会議・大規模水害対策に関する専門調
査会、「大規模水害対策に関する専門調査会報
告　首都圏水没～被害軽減のために取るべき対
策 と は ～ 」、https://www.bousai.go.jp/kaigirep/
chuobou/senmon/daikibosuigai/index.html、
2010.4

3） 荒川下流河川事務所、「荒川３D洪水浸水想定区
域図（３D洪水ハザードマップ）」、https://www.
youtube.com/watch?v=6x2kl8XrNPs図－１　WEB で閲覧できる３D ハザードマップ 3)

１．はじめに
近年、気候変動等の影響により災害が激甚化・頻

発化し、これまでの想定を超える水害が全国で頻発
している。

また、このような大規模水害時においては、避難
が問題となることも多い。

一市町村の中で住民の避難を完結することが困
難となるような広域的な災害が増加していること
から、他の市町村へ行政界を越えた「広域避難」が
必要となっている。

２．近年水害時の避難
平成27年9月関東・東北豪雨では、鬼怒川で大

規模な浸水被害が発生した。この浸水により、常総
市の面積のおよそ3分の1にあたる約 40km2 が浸
水する甚大な被害となった。排水作業が実施された
にもかかわらず、宅地等の浸水が解消するまでにお
よそ10日間を要した。建物流失、広域浸水、長期湛
水といった特徴が見られた他、避難の遅れ等によ
り、多くの住民が孤立し、約4,300人が救助される
こととなった。この水害では広域避難の検討が事前
に行われていなかったことが課題として挙げられ、
中央防災会議の下に設置された「洪水・高潮氾濫か
らの大規模・広域避難検討ワーキンググループ」で
検討を行い、平成30年3月に、三大都市圏の海抜ゼ
ロメートル地帯を中心とした地域における、数十万
人以上が行政界を越えて行う大規模な広域避難の
全体像や広域避難計画を策定するための具体的な
手順等が示された。

令和元年台風第19号東日本台風では、利根川中
流域において、深夜に広域避難が実施されたほか、
東京都内、江東5区（墨田区、江東区、足立区、葛飾
区、江戸川区）において広域避難が初めて現実問題
となり、避難時間や避難先の確保が難しい等の課題
が明らかになった。

また、令和2年9月の台風第10号では、熊本県人
吉市で7月豪雨で被災した市民のバスによる、熊本
市への広域避難が実施された。

３．水害時避難への対応
このように近年頻発する大規模な出水において

通常の避難とは避難する規模やタイミングが異な
る「広域避難」を円滑に実施するため、中央防災会
議のもとに設置されたワーキンググループでは「令

大規模水害時広域避難の検討状況と高台まちづくりへの期待
内閣府　政策統括官（防災担当）付　参事官（調査・企画担当）付

参事官補佐　臼井　義幸

図　令和元年東日本台風での広域避難
（利根川中流域）

※出典：第 1 回 気候変動を踏まえた水災害対策検討小
委員会 配付資料

図　令和元年東日本台風
　　　　　　バスによる避難者の輸送について

※出典：関東地方整備局ＨＰ

写真　令和２年台風第 10 号
熊本県人吉市広域避難の様子

※出典：水害からの広域避難事例集
（令和 3 年 5 月　内閣府）
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以降に、検討の一端を紹介させていただく。

荒川等氾濫の想定最大規模の浸水想定では都内
17区約390万人に影響することとなる。ガイドライ
ンをとりまとめるにあたって、その影響者の内訳を
確認し、現実的に対応可能な避難行動を組み合わせ
た、いわゆる分散避難の考え方を盛り込んで行政が
確保すべき広域避難者数を試算したところ、約74
万人分の避難先が必要になると整理している。

東京都及び各区では、この試算に基づき広域避難
先の確保につとめており、必要人員分確保できるよ
う、継続対応している。

避難手段の確保・避難誘導の支援についても検
討を進めており、鉄道の計画運休を前提とした避難
の具体的検討を進めている。避難の効率をあげるた
め鉄道輸送の検討では通勤等の通常利用の抑制や
早めの避難による輸送の平準化、計画運休までの間
の鉄道増発の検討、移動困難者の避難手段としてバ
ス活用も検討している。

また、避難のための情報の伝え方について、メ
ディアを含めての検討も行っており、情報等の発
信・伝達タイムラインの検討や早めの避難を促す
呼びかけ方法を検討している。

令和4年度の成果としては
・ 鉄道やバスを利用した避難手段の確保や避難誘

導に関する対策や課題の整理
（『広域避難計画モデルの策定に向けて』）
・広域避難先の開設運営に関するルール
（『広域避難先施設・開設運営マニュアル（ひな型）』）
・ 情報発信の各段階における発信事項や手段の効

果的な組合せを整理
（ 『首都圏における大規模水害時の防災情報の発

信・伝達のあり方について』）
等をとりまとめ公開している。

広域避難の実現性を、さらに高めていくため、今
後も引き続き関係省庁、東京都及び江東5区等と検
討を進めていく。

図　対象災害・対象地域の設定及び
広域避難先へ避難者数の内訳

図　避難手段（鉄道・バス等）の
確保・誘導の検討概念

図　避難情報等の伝え方

和元年台風第19号等を踏まえた水害・土砂災害か
らの避難のあり方について（報告）」(令和2年3月)
において大規模広域避難の実効性確保等の課題と
対応策についてとりまとめた。

これらを受けて、令和3年度に災害対策基本法等
を一部改正し、大規模広域避難を災害発生前に円滑
に行うための制度化を進め対応を図った。

この改正では、
・災害発生のおそれ段階での政府の本部設置
・おそれ段階での災害救助法の適用
・広域避難に係る居住者等の受入れ

に関する規定等を設けている。
内閣府では法改正に合わせて地方公共団体が避

難先や避難手段確保のための協定締結や具体的な
広域避難の検討を行う際の参考として、基本的な考
え方や検討手順、先進事例等についてとりまとめ、

「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」を
公表している。

しかしながら大規模な広域避難は、その実例が少
なく、実現性を確保することは容易でないことか
ら、都市部を中心に関係する行政機関等が各地のお
かれている状況に応じた具体的な検討が進められ
ている。

内閣府では東京都とともに具体的な対応を検討
するため、各省の協力も得ながら広域避難に関する
検討会を開催している。ここでは各地域が今後作成
する広域避難計画のひな型となる広域避難計画モ
デルの策定を目指しており、成果は全国への展開を
予定している。

４．首都圏における広域避難の検討状況
東京東部地域は、低地帯、いわゆるゼロメートル

地帯が広がっており、ひとたび氾濫すれば浸水が深
く、浸水時間が長期にわたることから「広域避難」
が必要となる。江東5区においては、特に浸水被害
が見込まれ、避難条件が厳しい。

避難先へは行政界を越える長距離移動が必要と

なり、多くの避難者が移動するには時間を要するこ
ととなる。首都圏の場合、避難には、主に鉄道利用
が考えられるが、台風等の影響で運休する前の切迫
感の低い、早期タイミングの避難が必要となる。

そこで、それらの課題に対応するため、内閣府で
は、大規模水害における広域避難の実装に向け、平
成30年度に東京都とともに「首都圏における大規
模水害広域避難検討会」を設置した。

本検討会では、想定しうる最大規模の洪水や高潮
が発生した場合に、膨大な広域避難者数が予想され
ることに対し、広域避難先の容量に限界があること
や鉄道・車での避難時間が長時間にわたることを
明らかにした。

また、令和4年3月には、広域避難計画に定める
べき内容や策定の手順、留意点等を、自治体向けに

「広域避難計画策定支援ガイドライン」（以下、「ガ
イドライン」という）としてとりまとめた。

この検討会を引き継ぐ形で令和4年6月には、広
域避難計画において具体的に記載すべき内容、解決
すべき課題を把握・検討するため、「首都圏におけ
る広域的な避難対策の具体化に向けた検討会」（以
下、「具体化検討会」という）を東京都と共同で設置
し、行政機関の他、交通事業者やメディア、通信事
業者と意見交換を行っている。

具体化検討会ではこれまでに、ガイドラインに基
づき検討を重ねており、現在までに全8項目の検討
内容のうち4項目に着手済みである。

図　東京東部地域の地形的な特徴
ゼロメートル地帯の広がり

図　通常の避難と「広域避難」の違い
（避難のタイミング）

図　広域避難計画策定支援ガイドライン
に基づく検討状況
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検討会を開催している。ここでは各地域が今後作成
する広域避難計画のひな型となる広域避難計画モ
デルの策定を目指しており、成果は全国への展開を
予定している。

４．首都圏における広域避難の検討状況
東京東部地域は、低地帯、いわゆるゼロメートル

地帯が広がっており、ひとたび氾濫すれば浸水が深
く、浸水時間が長期にわたることから「広域避難」
が必要となる。江東5区においては、特に浸水被害
が見込まれ、避難条件が厳しい。

避難先へは行政界を越える長距離移動が必要と

なり、多くの避難者が移動するには時間を要するこ
ととなる。首都圏の場合、避難には、主に鉄道利用
が考えられるが、台風等の影響で運休する前の切迫
感の低い、早期タイミングの避難が必要となる。

そこで、それらの課題に対応するため、内閣府で
は、大規模水害における広域避難の実装に向け、平
成30年度に東京都とともに「首都圏における大規
模水害広域避難検討会」を設置した。

本検討会では、想定しうる最大規模の洪水や高潮
が発生した場合に、膨大な広域避難者数が予想され
ることに対し、広域避難先の容量に限界があること
や鉄道・車での避難時間が長時間にわたることを
明らかにした。

また、令和4年3月には、広域避難計画に定める
べき内容や策定の手順、留意点等を、自治体向けに

「広域避難計画策定支援ガイドライン」（以下、「ガ
イドライン」という）としてとりまとめた。

この検討会を引き継ぐ形で令和4年6月には、広
域避難計画において具体的に記載すべき内容、解決
すべき課題を把握・検討するため、「首都圏におけ
る広域的な避難対策の具体化に向けた検討会」（以
下、「具体化検討会」という）を東京都と共同で設置
し、行政機関の他、交通事業者やメディア、通信事
業者と意見交換を行っている。

具体化検討会ではこれまでに、ガイドラインに基
づき検討を重ねており、現在までに全8項目の検討
内容のうち4項目に着手済みである。

図　東京東部地域の地形的な特徴
ゼロメートル地帯の広がり

図　通常の避難と「広域避難」の違い
（避難のタイミング）

図　広域避難計画策定支援ガイドライン
に基づく検討状況
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１．はじめに
近年、令和2年7月豪雨や、令和元年東日本台風

等、毎年のように全国で甚大な被害が発生していま
す。万が一、首都圏を流れる荒川や江戸川等の堤防
が決壊した場合、いわゆるゼロメートル地帯を中心
に、広域で長期間にわたる壊滅的な被害が想定され
ています。

これまでも堤防や洪水調節施設等のハード対策
に加えて、避難対策等のソフト対策を着実に進めて
きましたが、一方で、気候変動による大規模洪水の
危険性や切迫性が高まっています。

このことから、首都「東京」において大規模洪水
等による壊滅的な被害の発生を回避できるよう、国
と東京都がハード・ソフト両面から連携し、防災ま
ちづくりを強力に推進していくため、令和2年12
月「災害に強い首都「東京」形成ビジョン」（以下、「ビ
ジョン」という）を作成し、高台まちづくりの取組
を推進しているところです。本稿では、ビジョンに
おける水害対策としての高台まちづくりの内容に
ついて、ご紹介します。

２． 災害に強い首都「東京」の形成にむけた基本的
な考え方

近年の大規模災害の危険性、切迫性の高まりや、
首都「東京」ならではの想定被害の甚大さを踏まえ
ると、点や線での対策だけでなく、面的な対策とし
ての「防災まちづくり」の一層の推進を図ることが
必要です。

また、災害リスクの高まりだけでなく、人口減少・
超高齢化など、様々な課題に直面しており、これら
にも対応したまちづくりが求められています。

一方で、東京の市街地は高密度に形成されてお
り、面的に対策を進めるにあたっては、関係する住
民や地権者、民間企業等が極めて多い状況です。

このため、住民等に対し、災害リスク等の周知を
様々な機会を活用して丁寧に進めるとともに、非日
常的な「防災」だけでなく、日常としての「生活環
境」、「自然環境」などの多様な観点も含めたまちづ
くりに関する情報提供等の啓発活動を行い、まちづ
くりの機運を高めることが必要です。

また、まちづくり協議会等への積極的な参画・支

援等を通じ、地元住民との協働により、各種の事業
や規制・誘導策の展開を図ることにより、安全で安
心、かつ魅力的なまちづくりを推進することが必要
です。

２．１　ビジョンにおける高台まちづくりの考え方
堤防等の治水施設の整備は途上であるにもかか

わらず、気候変動による降雨量や洪水流量の増大、
洪水の発生頻度の増加、平均海面水位の上昇等が明
らかとなり、より水害リスクが増加しています。こ
のため、治水施設の整備を加速化させ、治水安全度
の向上、大規模氾濫の発生リスクの低減を図り、少
しでも安全な市街地にします。

一方で、治水施設の能力には限界があり、施設で
は防ぎきれない洪水はいずれ発生します。万が一、
多くの人が暮らすゼロメートル地帯等で堤防が決
壊した場合には広範囲で浸水が発生し、2週間以上
浸水が継続することが想定されています。

このため、川沿いでは、まちづくりに関する計画
等を踏まえ、越水しても堤防が決壊せず浸水時の緊
急的な避難高台にもなる高規格堤防をまちづくり
等と連携し整備するとともに、公園等を高台化する
など様々な手法を用いて、高台まちづくりを進めま
す。

また、浸水が想定される区域内においても安全が
確保でき、最低限の避難生活水準が確保できる避難
スペースの整備・確保を進めます。更に、孤立せず
浸水エリアから避難できることや、浸水発生時で
あっても、社会経済活動が長期に完全停止すること

高台まちづくりの推進にむけて
～首都圏を例に～

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 堤防構造分析官　新宅　幸夫

図 -1　荒川浸水想定区域図（浸水継続時間）

５． 更なる避難対応の促進「高台まちづくり」への
期待

大都市において想定されるような大規模水害は、
仮に発災したとすれば、その浸水影響範囲、浸水継
続時間、浸水影響人口・資産、いずれも、これまで
経験した水害とは桁違いの様相となる。

だからこそ、そのような状況を引き起こしてはな
らず、治水対策をさらに進めていく必要がある。

しかし、その治水対策にも時間と費用等の制限、
限界がある。防備が完全とは言いがたい現状におい
ては、仮に万が一、大規模水害が起こったとしても、

「なんとしても人命を守る。」そのような取組を優先
して推し進める必要があり、そのためには避難対策
は急務である。

多くの機関と大規模水害時の広域避難について
検討を進めてきたところではあるが、課題はまだま
だ山積みであり、実際に今、水害が起こったとすれ
ば、浸水影響を受ける全ての方々に円滑に避難して
いただける状況が確保できているとは言いがたい。

避難を円滑に実行してもらうためには確実な手
段、体制を確立するとともに、現状で避難の隘路と
なる点を改善する必要がある。その一助として期待
されるのが「高台まちづくり」と考えられる。

水害・土砂災害における避難は言うまでも無く
「災害影響を受けない場所への立退き避難が原則」
となるわけだが、東京東部低地帯は、近傍にその避
難に適した場所が少ない。

国土交通省、東京都が中心となった「災害に強い
首都「東京」の形成に向けた連絡会議」において令
和2年12月にとりまとめた「災害に強い首都「東京」
形成ビジョン」（以下、「ビジョン」という）では命の
安全・最低限の避難生活水準を確保し、さらには浸
水区域外への避難を可能とする「高台まちづくり」
を推進することとしており、「高台まちづくり」や
排水対策により、広域避難（垂直避難の活用を含む）
の実効性を向上させることを基本的考え方として
盛り込んでいる。

ビジョンを受けて、「高台まちづくり」を推進す

るため、具体的な推進方策について検討を行う「高
台まちづくり推進方策検討ワーキンググループ」

（以下、「WG」という）が組織され、検討が行われて
いる。

WGでは道路高架部等への緊急避難の検討も行わ
れており、大規模水害時において、人命を最優先と
する警戒レベル5「緊急安全確保」での緊急避難先
等を拡充し、一つの選択肢として、高速道路をはじ
めとする道路高架部等の活用について報告されて
いる。

報告後、東京都・江東5区等において、検討・調
整が進められ、大規模水害時に高速道路の高架部を
避難先の最後の砦として一時的に利用できるよう
になった。

６．おわりに
「高台まちづくり」のような取組が各地で展開さ

れ、水害を意識したまちづくりが根付いていくこと
で、住民の方々は水害を常に意識するようになる。

意識が変わる事により、仮に大規模水害が発生し
たとしても住民の方々は自発的に避難されるなど、
避難が円滑に進むことになり、地域の水害に対する
安全度は飛躍的に向上、命を守る事に繋がっていく
ものと期待される。

広域避難も「高台まちづくり」も課題は多いが、
大規模水害はいつ起こるかわからない状況にあり
早期の実現が望まれる。　

広域避難を実行する手段や体制づくりと併せて
「高台まちづくり」などのまちづくりと一体となっ
た避難先の確保、避難対策の推進、命を守るために
必要な、これらの取組に総力を挙げて取り組んでい
く必要がある。

図　もしも荒川が氾濫したら ･･････
（北千住付近の浸水イメージ）

※出典：国土交通省荒川デジタルツインより作成
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